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一般社団法人静岡県測量設計業協会委員会規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、定款第４２条の規定に基づき、委員会を設けることにつ 

いて必要な事項を定める。 

 

（委員会の種類） 

第２条 委員会の種類は、次のとおりとし、委員会の中にワーキンググループ 

を設けることができる。 

（１）総務委員会 

（２）広報・経営改善委員会 

（３）企画委員会 

（４）技術委員会 

（５）調査委員会 

（６）災害対策委員会 

（７）倫理委員会 

（８）積算システム運営委員会 

２ 会長は、理事会の決議によりワーキンググループ又は、特別委員会を設け

ることができる。 

 

（委員会の組織） 

第３条 委員会は、委員長及び若干名の委員をもって組織する。 

 

（委員会委員等の委嘱） 

第４条 委員会の委員は、支部から推薦された者を理事会の決議を経て会長が

委嘱する。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は必要により学識経験者の中から理事会

の決議を経て、アドバイザーを置くことができる。 

 

（委員会の任務） 

第５条 委員会は、それぞれの所管事項について、当協会の事業計画に基づき 

  事業の推進にあたる。 

 

（委員会の所管事項） 

第６条 委員会の所管事項は別に定める。 
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（委員の任期） 

第７条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残 

  任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ ワーキンググループの委員又は、特別委員会の委員の任期は、委嘱を受け

た日から任務完了の日までとする。 

 

（会議の開催） 

第８条 委員会は委員長が召集し、開催する。 

 

（報告） 

第９条 委員長は、事業実施の成果を理事会に報告するものとする。 

 

附則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 


